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(54)【発明の名称】振動遮断構造

(57)【要約】

【課題】  地盤の特性に合わせやすく、運搬性、作業性

が良く、施工後の安定性も良い、振動遮断構造を提供す

ることを目的とする。

【解決手段】  振動遮断構造（１０）は振動発生源と、

振動が伝達されるのを避けたい構造物の間の地盤（１）

に掘られた溝（２０）と、溝の内部に配設される立体網

状体（３０）から成る。立体網状体は例えば、ＰＰ（ポ

リプロピレン）樹脂、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレ

ート）樹脂等のプラスチックから成る線状材を空隙を残

しながら隣接するものどうしを接合させ乾麺状に成形し

たものであって、線径ｄ、および、空隙率ａの異なるも

のを容易に製造でき、全体の圧縮弾性率ｅを地盤の特性

に合わせて広い範囲にわたって変えることができる。立

体網状体と溝の壁面（２１）の間には不織布（４０）が

配設され立体網状体の空隙に土砂が入らないようにされ

ている。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  振動発生源により発生せしめられた地盤

振動が振動発生源の周辺の構造物に伝達されるのを防止

する振動遮断構造であって、

振動発生源と構造物の間の地盤に地表から下方に延びる

ように形成した溝と、溝内に配設される立体網状体と、

溝の壁面と立体網状体の間に介装され、立体網状体の内

部に土砂が流入するのを防止する土砂流入防止手段と、

を具備し、

10立体網状体が線状材を屈曲させて立体的に接合して成

り、線径、および、または、空隙率が地盤の特性に応じ

た所望の圧縮弾性率を得るように選択されていることを

特徴とする振動遮断構造。

【請求項２】  立体網状体はプラスチックで一体成形さ

れることを特徴とする請求項１に記載の振動遮断構造。

【請求項３】  地表に近い側に配設される部分の圧縮弾

性率を低く、地表に遠い側に配設される部分の圧縮弾性

率を高くした、ことを特徴とする請求項１に記載の振動

遮断構造。

20【請求項４】  土砂流入防止手段は立体網状体の内側領

域と一体に成形された表層領域の細密立体網部分である

ことを特徴とする請求項１に記載の振動遮断構造。

【請求項５】  立体網状体が、深さ方向の中間部または

底部に横方向に窪んだ凹部を有して、成形されているこ

とを特徴とする請求項１に記載の振動遮断構造。

【請求項６】  溝が、構造物を周囲するように形成され

ていることを特徴とする請求項１に記載の振動遮断構

造。

【請求項７】  溝が、構造物の下面にも形成されている

30ことを特徴とする請求項６に記載の振動遮断構造。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は振動発生源により発

生せしめられた地盤の振動が周辺の構造物に伝わるのを

低減する振動遮断構造に関する。

【０００２】

【従来の技術】鉄道や道路を列車や自動車が走行する

と、あるいは、工場や工事現場で大きな機械が作動する

と、それらの設置されている地盤が振動する。この振動

40は表面に近い地盤内を伝播し、鉄道や道路、あるいは工

場や工事現場の周辺の構造物に伝わり、この構造物を振

動させ、構造物内の居住者を不快にさせたり、あるい

は、構造物の構造部材等を劣化、疲労させたりすること

がある。

【０００３】そこで振動が周辺の構造物に伝わらないよ

うにする振動遮断構造が提案されている。例えば、建物

の周りの地盤に溝を形成し、その中に、例えば、発泡ス

チロール（以下ＥＰＳという）から成るブロック、ある

いは、廃ゴム材を焼き固めたゴムブロック等の振動低減

50部材を埋め込んで成る振動遮断構造が提案されている。

【０００４】上記のように溝の中に配設される振動低減

部材には、振動低減性と、地盤の土圧に耐えると共に、

溝の崩落を防止する耐土圧性が要求されるが、これらは

溝が形成される地盤の特性に合わせる必要がある。とこ

ろが、上記のＥＰＳのブロック、あるいは、ゴムブロッ

クは固体形状物に近く、上記の振動低減性と耐土圧性を

決定する圧縮弾性率（加えられた圧縮力に対する縮小量

の比率であって、低いほど柔軟で縮みやすく、高いほど

硬くて縮みにくい）等の物性を地盤の特性に合わせて調

10 整することが難しい。例えば、軟弱な地盤では、振動低

減効果を高めるためにはより低い圧縮弾性率が要求され

るが、ＥＰＳやゴムブロックではこの要求に充分に応え

られない場合もある。一方、硬い地盤では土圧が高く、

それに耐え得る耐土圧性が要求されるがＥＰＳやゴムブ

ロックではこの要求に応えられない場合もある。また、

ＥＰＳのブロックは軽量であり、運搬等は容易であるが

溝に配設した後に地下水圧によって浮上してくる可能性

があり施工後の安定性に問題があり、ゴムブロックは重

いが曲がり易くて運びにくく、運搬性、作業性が悪いと

20 いう問題がある。

【０００５】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記問題に鑑

み、地盤の特性に合わせた物性を得やすく、運搬性、作

業性が良く、施工後の安定性も良い振動遮断構造を提供

することを目的とする。

【０００６】

【課題を解決するための手段】請求項１の発明によれ

ば、振動発生源により発生せしめられた地盤振動が振動

発生源の周辺の構造物に伝達されるのを防止する振動遮

30 断構造であって、振動発生源と構造物の間の地盤に地表

から下方に延びるように形成した溝と、溝内に配設され

る立体網状体と、溝の壁面と立体網状体の間に介装さ

れ、立体網状体の内部に土砂が流入するのを防止する土

砂流入防止手段と、を具備し、立体網状体が線状材を屈

曲させて立体的に接合して成り、線径、および、また

は、空隙率が地盤の特性に応じた所望の圧縮弾性率を得

るように選択されている振動遮断構造が提供される。こ

のように構成された振動遮断構造は設置される地盤の特

性に応じた圧縮弾性率を有する立体網状体が使用され効

40 果的に振動を遮断することができる。

【０００７】請求項２の発明によれば、請求項１の発明

において、立体網状体がプラスチックで一体成形される

振動遮断構造が提供される。請求項３の発明によれば、

請求項１の発明において、地表に近い側に配設される部

分の圧縮弾性率を低く、地表に遠い側に配設される部分

の圧縮弾性率を高くした振動遮断構造が提供される。請

求項４の発明によれば、請求項１の発明において、土砂

流入防止手段が立体網状体の内側領域と一体に成形され

た表層領域の細密立体網部分とされた振動遮断構造が提

50 供される。請求項５の発明によれば、請求項１の発明に

( 2 ) 特開２００１－３１７０７４
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おいて、立体網状体が、深さ方向の中間部または底部に

横方向に窪んだ凹部を有して、成形されている振動遮断

構造が提供される。

【０００８】請求項６の発明によれば、請求項１の発明

において、溝が、構造物を周囲するように形成されてい

る振動遮断構造が提供される。請求項７の発明によれ

ば、請求項６の発明において、溝が、構造物の下面にも

形成されている振動遮断構造が提供される。

【０００９】

10【発明の実施の形態】以下、添付の図面を参照して本発

明による振動遮断構造の実施の形態について説明する。

図１は本発明による振動遮断構造の第１の実施の形態の

詳細を説明する図であって、振動遮断構造１０は地盤１

に掘られた溝２０と、溝２０の内部に配設されるプラス

チック製の立体網状体３０から成る。

【００１０】ここで、第１の実施の形態の振動遮断構造

１０がどのような場所に設けられているかについて図２

を参照して説明するが、図２に示されるように振動遮断

構造１０は、振動発生源である鉄道２と、振動が伝達さ

20れるのを避けたい構造物３の間の、構造物３に近い方に

設けられている。

【００１１】図１に戻って、振動遮断構造１０の詳細に

ついて説明するが、溝２０は、振動遮断効果が得られる

幅を掘削すればよく、立体網状体３０の最小の厚さから

２ｃｍ以上が好ましい。実際には、機械で掘削されるの

で、その幅は機械の切削幅で規定され約５０～７０ｃｍ

とされることが多い。また、深さは最大で約１０ｍであ

る。

【００１２】立体網状体３０はプラスチックから成る線

30状材を空隙を残しながら隣接するものどうしを立体的に

接合させ乾麺状に成形したものであって、線状材の線径

ｄと空隙率ａを変えることによって振動低減性と耐土圧

性を決定する圧縮弾性率ｅを変えることができる。隣接

する線状材どうしを接合させるには、溶融状態にある時

に隣接する線状材を互いに接触させる方法や、屈曲させ

た線状材どうしを接着材によって接合する方法等の公知

の製造技術が利用できるが、いずれにせよ、線径ｄ、お

よび、空隙率ａの異なるものを容易に製造でき、その結

果、全体の圧縮弾性率ｅを広い範囲にわたって変えるこ

40とができる。基本的には、圧縮弾性率ｅが低い方が振動

低減効果があり好ましいので、耐土圧性が確保される限

りできるだけ低い圧縮弾性率ｅが得られるように、立体

網状体３０を構成するプラスチックの種類、線径ｄ、空

隙率ａが選択される。プラスチックとしては、例えば、

ＰＰ（ポリプロピレン）樹脂、ＰＥＴ（ポリエチレンテ

レフタレート）樹脂等が望ましいが、廃プラスチックや

リサイクルされた再生プラスチックを使用して、省資源

に貢献することもできる。

【００１３】例えば、溝２０が１０ｍの深さまで掘られ

50ている場合には、その１０ｍの深さの部分では、平均的

な地盤の場合、立体網状体３０には、約１００ｋＰａの

土圧が作用するが、この土圧による収縮を数％以下に抑

え、かつ振動を充分に低減し得る圧縮弾性率ｅを得るに

は、例えば、ＰＰ（ポリプロピレン）樹脂の場合、線径

ｄを約１．５ｍｍ、空隙率ａを約９０％にすればよい。

しかしながら、より低い土圧しか作用しない場合には、

線径ｄを小さく、および、または、空隙率ａを大きくす

ればよいし、逆に、より高い土圧が作用する場合には、

線径ｄを大きく、および、または、空隙率ａを小さくす

10 ればよい。

【００１４】上記のように、空隙率ａが大きな立体網状

体３０は軽いので、運搬、据え付け等の作業が容易であ

るという大きな利点を有するが、そのままでは、内部に

土砂が入り込んでしまう、すなわち、溝２０の壁面２１

が壊れる、ということが発生してしまう。そこで、この

第１の実施の形態では、立体網状体３０と溝２０の壁面

２１の間に土砂を通さない不織布４０が配設されてい

る。

【００１５】第１の実施の形態の振動遮断構造は、上記

20 のように構成され、立体網状体の線径と空隙率を変える

ことにより地盤の特性に応じた最適な仕様とすることが

できるために確実に効果を得ることができる。しかも、

立体網状体は約９０％という大きな空隙率を有するので

軽量であり、自重で変形することは無いので、運搬、据

え付け等の作業性もよい。

【００１６】図３に示すのは、第２の実施の形態におけ

る振動遮断構造１０であって、これは、第１の実施の形

態に対して、立体網状体３０の表層部分に土砂の通過を

妨げる細密立体網部分３１を一体に成形したものであ

30 る。例えば、線径ｄは約０．１５ｍｍ、空隙率ａは約８

５％とされる。このようにすることにより、不織布４０

を別途用意する必要がなくなり、第１の実施の形態に比

してさらに作業性が向上し、コストも安くなる。

【００１７】図４に示すのは、第３の実施の形態におけ

る振動遮断構造１０であって、これは、第１の実施の形

態に対して、土圧は深い程大きくなることを考えて、立

体網状体３０の地表に近い部分の圧縮弾性率ｅを低く、

地表から遠い部分の圧縮弾性率ｅを高くするべく、地表

に近い部分の空隙率ａを大きく、地表から遠い部分の空

40 隙率ａを小さくしたものである。しかし、その他、線径

ｄ、あるいは、材質、硬さ等を変化させることでもよい

し、それらを適宜組み合わせることでもよい。なお、こ

れは第２の実施の形態にも勿論適用できる。

【００１８】図５に示すのは、第４の実施の形態におけ

る振動遮断構造１０であって、これは、第１の実施の形

態に対して、立体網状体３０に内側に凹部３２を設け

て、地下水圧による浮き上がりを防止するようにしたも

のである。これは、第２、第３の実施の形態にも勿論適

用できる。なお、凹部３２の形状は図示したものに限定

50 されるものではなく、どの様な形状でも構わないし、ま

( 3 ) 特開２００１－３１７０７４
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た、凹部３２の数も図示のように一つではなく複数とす

ることもできる。

【００１９】以上、第１の実施の形態から第４の実施の

形態まで、立体網状体３０は一体のものとして説明した

が、一体で製造すると大き過ぎて運搬や据え付けに支障

をきたすような場合には、深さ方向、あるいは、幅方向

に適宜分割してもよい。

【００２０】次に、第５の実施の形態について説明す

る。これは、振動遮断構造１０の配設場所を変えたもの

10であって、第１～４の実施の形態とは異なり、振動遮断

構造１０を鉄道２の近くに設けたものである。このよう

に振動発生源に近いところに設けることにより広い範囲

にわたって振動を遮断することができる。

【００２１】次に、第６の実施の形態について説明す

る。これも、振動遮断構造１０の配設場所を変えたもの

であって、第１～４の実施の形態とは異なり、振動遮断

構造１０を、上面視で構造物３を周囲するように、さら

に、構造物３の下側にも、配設したものである。このよ

うにすることにより、振動が地盤内を周り込んで構造物

20３に伝わるのも防止できる。

【００２２】以上、鉄道の振動遮断を例にとって説明し

てきたが、本発明の振動遮断構造は、その他、自動車道

路の振動の遮断、工場の振動の遮断、工事現場の振動の

遮断等色々な振動の遮断に利用することができる。な

お、振動遮断構造１０の立体網状体３０の頂面には適切

な蓋を設けるこが望ましい。

【００２３】

【発明の効果】本発明による振動遮断構造は、振動発生

源により発生せしめられた地盤振動が振動発生源の周辺

30の構造物に伝達されるのを防止する振動遮断構造である

が、振動発生源と構造物の間の地盤に地表から下方に延

びるように形成した溝と、溝内に配設される立体網状体

と、溝の壁面と立体網状体の間に介装され、立体網状体

の内部に土砂が流入するのを防止する土砂流入防止手段

と、を具備し、立体網状体が線状材を屈曲させて立体的

に接合して成り、線径、および、または、空隙率が地盤

の特性に応じた所望の圧縮弾性率を得るように選択され

ている。したがって、振動遮断構造は設置される地盤の

特性に応じた圧縮弾性率を有する立体網状体が使用され

効果的に振動を遮断することができる。

【図面の簡単な説明】

10 【図１】第１の実施の形態の振動遮断構造の詳細を説明

する図である。

【図２】第１の実施の形態の振動遮断構造の配設場所を

説明する図である。

【図３】第２の実施の形態の振動遮断構造の詳細を説明

する図である。

【図４】第３の実施の形態の振動遮断構造の詳細を説明

する図である。

【図５】第４の実施の形態の振動遮断構造の詳細を説明

する図である。

20 【図６】第５の実施の形態の振動遮断構造の配設場所を

説明する図である。

【図７】第６の実施の形態の振動遮断構造の配設場所を

説明する図である。

【符号の説明】

１０…振動遮断構造

２０…溝

２１…溝の壁面

３０…立体網状体

３１…細密立体網部分

30 ３２…凹部

４０…不織布

【図２】
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【図１】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】

【図７】
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